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第
一
章 

総
則 

（
定
義
） 

第
一
条 
こ
の
命
令
に
お
い
て
「
資
金
移
動
業
者
」
、
「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
」
、
「
特
定
信
託
会
社
」
又
は
「
銀
行

等
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
、
電
子

決
済
手
段
等
取
引
業
者
、
特
定
信
託
会
社
又
は
銀
行
等
を
い
う
。 

２ 

こ
の
命
令
（
第
八
条
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
為
替
取
引
分
析
業
」
と
は
、
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引

分
析
業
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。 

３ 

こ
の
命
令
（
第
五
条
第
七
号
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
七
号
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
五
条
第
四
号
を

除
く
。
）
に
お
い
て
「
為
替
取
引
分
析
業
者
」
と
は
、
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
分
析
業
者
（
同
条
第
十

八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。 

４ 

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

金
融
機
関
等 

法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
を
い
う
。 

二 

為
替
取
引 

法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
を
い
う
。 
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三 

為
替
取
引
分
析
業
務 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
三
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
為
替
取
引
分
析
業
務
を
い
う
。 

四 
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
を
い
う
。 

（
為
替
取
引
分
析
業
者
の
許
可
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
二
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
三
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

そ
の
業
務
に
係
る
金
融
機
関
等
（
そ
の
行
う
為
替
取
引
に
関
し
、
為
替
取
引
分
析
業
を
行
う
者
に
為
替
取
引
分
析
業
務

を
委
託
す
る
者
に
限
り
、
当
該
為
替
取
引
分
析
業
を
行
う
者
が
次
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
当
該
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
金
融
機
関
等
を
除
く
。
）
の
数
が
、
当
該
業
務
の
開
始
の
日
に
お
い
て
二
十
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
同
日
後
に
お
い
て
も
二
十
を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
場
合 

二 

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
当
該
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
金
融
機
関
等
の
委
託
を
受
け
て
為
替
取
引
分
析
業

を
行
う
場
合 

イ 

銀
行
等 

金
融
機
関
等 

ロ 

銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
同
法

第
四
条
第
一
項
の
免
許
と
同
種
類
の
免
許
（
当
該
免
許
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
て
同
法
第
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二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
銀
行
業
を
営
む
者 

金
融
機
関
等 

ハ 

銀
行
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社 

当
該
銀
行
持
株
会
社
の
属
す
る
同
法
第
十
二
条
の
二
第
三

項
第
一
号
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
金
融
機
関
等 

ニ 

銀
行
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
を
子
会
社
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
す
る
持
株
会
社
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
持
株
会
社
を
い
い
、
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
同
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
同
法
第
五
十
二
条

の
十
七
第
一
項
の
認
可
と
同
種
類
の
認
可
（
当
該
認
可
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
て
設
立
さ

れ
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
認
可
と
同
種
類
の
認
可
（
当
該
認
可
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処

分
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の 

当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
金
融
機
関
等 

ホ 

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
持

株
会
社 

当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
属
す
る
同
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ

に
属
す
る
金
融
機
関
等 

ヘ 

長
期
信
用
銀
行
法
第
二
条
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
（
同
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会

4



社
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
持
株
会
社
（
同
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株
会
社
を

い
い
、
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
同
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定

に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
同
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
の
認
可
と
同
種
類
の
認
可
（
当
該
認
可
に
類
す
る
そ
の

他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
て
設
立
さ
れ
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
認
可
と
同
種
類
の

認
可
（
当
該
認
可
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の 

当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ

る
金
融
機
関
等 

（
許
可
の
申
請
） 

第
三
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
三
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し

て
行
お
う
と
す
る
者
に
限
る
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
十
三
条

の
二
十
四
第
一
項
の
許
可
申
請
書
に
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
） 

第
四
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 
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一 

為
替
取
引
分
析
業
又
は
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
（
以
下
「
為
替
取
引
分
析
業
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
者
そ
の
他
の

者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
連
絡
先 

二 

為
替
取
引
分
析
業
等
を
行
う
時
間
及
び
休
日 

三 

株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
主
要
株
主
（
総
株
主
の
議
決
権
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の

全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権

を
含
む
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
を
い
う
。
）
及
び
子
会
社
（
同
法

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称 

ロ 

住
所
又
は
所
在
地 

ハ 

資
本
金
、
出
資
又
は
基
金
の
額 

ニ 

主
要
な
事
業
の
内
容 

ホ 

当
該
主
要
株
主
の
保
有
し
て
い
る
当
該
株
式
会
社
の
議
決
権
が
当
該
株
式
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合
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又
は
当
該
株
式
会
社
の
保
有
し
て
い
る
当
該
子
会
社
の
議
決
権
の
数
の
当
該
子
会
社
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
割
合 

ヘ 

当
該
株
式
会
社
と
の
取
引
関
係
そ
の
他
の
関
係
の
有
無
及
び
内
容 

四 

一
般
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
要
社
員
（
総
社
員
の
議
決
権
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
社
員
を

い
う
。
）
及
び
子
法
人
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二

条
第
四
号
に
規
定
す
る
子
法
人
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

ロ 

当
該
主
要
社
員
の
保
有
し
て
い
る
当
該
一
般
社
団
法
人
の
議
決
権
が
当
該
一
般
社
団
法
人
の
総
社
員
の
議
決
権
に
占

め
る
割
合
又
は
当
該
一
般
社
団
法
人
の
保
有
し
て
い
る
当
該
子
法
人
の
議
決
権
の
数
の
当
該
子
法
人
の
議
決
権
の
総
数

に
対
す
る
割
合 

ハ 

当
該
一
般
社
団
法
人
と
の
取
引
関
係
そ
の
他
の
関
係
の
有
無
及
び
内
容 

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
） 

第
五
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 
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イ 

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取

締
役
及
び
執
行
役
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類 

⑴ 
履
歴
書 

⑵ 

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面 

⑶ 

旧
氏
（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
旧

氏
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
名
を
氏
名
に
併
せ
て
許
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
⑵
に
掲
げ
る
書

類
が
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面 

⑷ 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
五
号
イ
又
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面 

⑸ 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
五
号
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面 

ロ 

取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
）
の
担
当
業
務
を
記
載
し
た
書
面 

ハ 

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類 

⑴ 

履
歴
書
（
当
該
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
） 
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⑵ 

住
民
票
の
抄
本
（
当
該
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
書
面 

⑶ 
旧
氏
及
び
名
を
氏
名
に
併
せ
て
許
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
⑵
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
旧
氏
及
び

名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面 

⑷ 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
五
号
イ
又
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

当
該
会
計
参
与
が
誓
約
す
る
書
面 

⑸ 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
五
号
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面 

ニ 

会
計
監
査
人
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
会
社
法
第
三
百
九
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面 

二 

一
般
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

理
事
及
び
監
事
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類 

⑴ 

履
歴
書 

⑵ 

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面 
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⑶ 

旧
氏
及
び
名
を
氏
名
に
併
せ
て
許
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
⑵
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
旧
氏
及
び

名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面 

⑷ 
法
第
六
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
五
号
イ
又
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

当
該
理
事
及
び
監
事
が
誓
約
す
る
書
面 

⑸ 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
五
号
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面 

ロ 

理
事
の
担
当
業
務
を
記
載
し
た
書
面 

ハ 

会
計
監
査
人
設
置
一
般
社
団
法
人
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
一
般
社
団
法
人
を
い
う
。
第
二
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

は
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
同
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の

内
容
を
記
載
し
た
書
面 

三 

為
替
取
引
分
析
業
等
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
並
び
に
当
該
従
業
員
の
配
置
の
状
況

を
記
載
し
た
書
面 

四 

事
務
の
機
構
及
び
分
掌
を
記
載
し
た
書
面 
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五 

為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
の
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類 

六 
為
替
取
引
分
析
業
等
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

七 

為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
他
の
為
替
取
引
分
析
業
者
（
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引

分
析
業
者
を
い
う
。
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
七
号
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
五
条
第
四
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
七
号
及
び
第
十
四

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
又
は
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
第
三
者
に
委
託
を
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
委
託
に
係
る
契
約
の
契
約
書 

八 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面 

（
財
産
的
基
礎
） 

第
六
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
第
二
号
（
法
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

資
本
金
又
は
基
金
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
基
金
を
い
う
。

）
の
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。 
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二 

純
資
産
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
） 

第
七
条 
法
第
六
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
五
号
イ
（
法
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な

認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。 

 
 

 

第
二
章 

業
務 

（
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
） 

第
八
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
為
替
取
引
分
析
業
者
が
行
う
次
に
掲

げ
る
業
務
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
為
替
取
引
分
析
業
（
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
分
析
業
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
附
帯
す
る
業
務 

イ 

為
替
取
引
分
析
業
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
す
る
業
務
又
は
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
事
務
に
用
い
ら
れ
る
情
報
シ
ス
テ
ム

等
（
情
報
シ
ス
テ
ム
又
は
こ
れ
を
構
成
す
る
施
設
、
設
備
、
機
器
、
装
置
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
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。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
設
計
、
開
発
、
運
用
、
保
守
又
は
提
供
を
行
う
業
務 

ロ 

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
（
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号

）
第
一
条
に
規
定
す
る
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
を
い
う
。
）
及
び
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
の
防
止
等

に
関
す
る
研
修
、
調
査
、
研
究
又
は
相
談
を
行
う
業
務 

ハ 

為
替
取
引
分
析
業
又
は
こ
れ
に
関
連
す
る
業
務
に
必
要
な
制
裁
対
象
者
等
（
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、

外
国
政
府
、
外
国
の
政
府
機
関
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
又
は
国
際
機
関
に
よ
り
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第

千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

百
二
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
千
二
百
六
十
七
号
等
決
議
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
千
七
百
十
八

号
等
決
議
又
は
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
千
三
百
七
十
三
号
決
議
に
よ
り
そ
の
財
産
の
凍
結
等
の
措
置
を
と

る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
指
定
さ
れ
、
公
告
さ
れ
、
又
は
公
表
さ
れ
て
い
る

も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
情
報
の
全
部
又
は
一
部
の
取
得
又
は
提
供
を
行
う
業
務 

二 

金
融
機
関
等
の
委
託
を
受
け
て
、
当
該
金
融
機
関
等
の
行
う
為
替
取
引
に
関
し
、
当
該
為
替
取
引
が
制
裁
対
象
者
等
に

係
る
為
替
取
引
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
分
析
し
、
そ
の
結
果
を
当
該
金
融
機
関
等
に
通
知
す
る
業
務
（
法
第
二
条
第
十
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八
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 
金
融
機
関
等
の
委
託
を
受
け
て
、
当
該
金
融
機
関
等
の
行
う
為
替
取
引
に
関
し
、
当
該
為
替
取
引
が
犯
罪
利
用
預
金
口

座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
係
る
為
替
取
引
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
分
析

し
、
そ
の
結
果
を
当
該
金
融
機
関
等
に
通
知
す
る
業
務 

四 

金
融
機
関
等
の
委
託
を
受
け
て
、
当
該
金
融
機
関
等
の
行
う
為
替
取
引
に
類
す
る
機
能
を
有
す
る
取
引
そ
の
他
の
取
引

に
関
し
、
為
替
取
引
分
析
業
と
併
せ
て
行
う
こ
と
が
当
該
為
替
取
引
分
析
業
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
業

務
で
あ
っ
て
、
為
替
取
引
分
析
業
務
に
相
当
す
る
も
の
又
は
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
業
務 

五 

資
金
移
動
業
者
、
特
定
信
託
会
社
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
、
銀
行
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済

等
取
扱
業
者
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
信

用
金
庫
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
又
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号

）
第
六
条
の
四
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
委
託
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
行

う
業
務
に
係
る
取
引
に
関
し
、
為
替
取
引
分
析
業
務
に
相
当
す
る
も
の
又
は
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
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相
当
す
る
も
の
を
行
う
業
務 

六 
金
融
機
関
等
以
外
の
者
（
前
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
の
委
託
を
受
け
て
、
当
該
金
融
機
関
等
以
外
の
者
の
行
う

業
務
に
係
る
取
引
に
関
し
、
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
に
相
当
す
る
も

の
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
業
務 

（
他
の
業
務
の
承
認
の
申
請
等
） 

第
九
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
の
種
類 

二 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
の
開
始
予
定
年
月
日 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

二 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
を
所
掌
す
る
組
織
及
び
人
員
配
置
を
記
載
し
た
書
類 

三 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
の
運
営
に
関
す
る
規
則 
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四 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
の
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類 

３ 
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
は
、
法
第
六
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

申
請
に
係
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
為
替
取
引
分
析
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
か
ど

う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
承
認
を
受
け
た
業
務
の
廃
止
の
届
出
） 

第
十
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
届
出
書
を
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

廃
止
し
た
業
務
の
種
類 

二 

廃
止
し
た
年
月
日 

三 

廃
止
し
た
理
由 

（
委
託
に
係
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
） 

第
十
一
条 

為
替
取
引
分
析
業
者
（
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
は
、
為
替

取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
他
の
為
替
取
引
分
析
業
者
に
委
託
を
し
た
場
合
又
は
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
の
全
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部
若
し
く
は
一
部
を
第
三
者
に
委
託
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

委
託
先
に
お
け
る
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
の
確
保
の
た
め
に
必
要

な
措
置 

二 

委
託
先
に
お
け
る
当
該
業
務
の
実
施
状
況
を
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
委
託
先
が
当
該

業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
改
善
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
委
託
先
に
対
す
る
必

要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
た
め
の
措
置 

三 

委
託
先
が
行
う
当
該
業
務
の
利
用
者
そ
の
他
の
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置 

四 

委
託
先
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
他
の
適
切
な
第
三
者
へ

の
当
該
業
務
の
委
託
を
す
る
こ
と
そ
の
他
の
為
替
取
引
分
析
業
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置 

五 

為
替
取
引
分
析
業
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
委
託
に
係
る
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契
約
の
変
更
又
は
解
除
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
措
置 

（
業
務
方
法
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
） 

第
十
二
条 
法
第
六
十
三
条
の
二
十
九
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。 一 

為
替
取
引
分
析
業
等
の
具
体
的
内
容 

二 

為
替
取
引
分
析
業
等
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項 

三 

為
替
取
引
分
析
業
等
の
従
業
者
の
監
督
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
（
従
業
者
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
社
内
規
則
等

に
基
づ
い
て
為
替
取
引
分
析
業
等
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
） 

四 

為
替
取
引
分
析
業
等
に
お
い
て
行
う
分
析
の
実
効
性
の
維
持
及
び
継
続
的
な
改
善
に
関
す
る
事
項 

五 

為
替
取
引
分
析
業
等
又
は
こ
れ
に
関
連
す
る
事
務
に
用
い
ら
れ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

六 

為
替
取
引
分
析
業
等
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
事
項 

七 

為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
他
の
為
替
取
引
分
析
業
者
に
委
託
を
す
る
場
合
又
は
為
替
取
引
分
析
関
連

業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
第
三
者
に
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
委
託
に
係
る
業
務
の
具
体
的
内
容 
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八 

為
替
取
引
分
析
業
等
に
関
す
る
法
令
に
違
反
す
る
行
為
又
は
為
替
取
引
分
析
業
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を

来
す
行
為
の
報
告
に
関
す
る
事
項 

九 

為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
の
実
施
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
に
関
す
る
事
項 

ロ 

為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
情
報
の
種
類
及
び
内
容
に
関
す
る
事
項 

ハ 

為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
情
報
に
係
る
次
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
に
規
定
す
る

義
務
に
相
当
す
る
義
務
の
履
行
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
当
該
情
報
の
取
得
方
法
及
び
適
切
な
管
理
に
関
す
る
事
項 

ニ 

為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
の
継
続
的
遂
行
の
確
保
に
関
す
る
事
項 

十 

そ
の
他
為
替
取
引
分
析
業
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必
要
な
事
項 

（
為
替
取
引
分
析
業
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
安
全
管
理
措
置
） 

第
十
三
条 

為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
そ
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
為
替
取
引
分
析
業
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の

管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
取
り
扱
う
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
） 
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第
十
四
条 

為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
為
替
取
引
分
析
業
に
お
い
て
取
り
扱
う
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該

情
報
の
取
扱
い
の
委
託
を
す
る
場
合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止

を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
） 

第
十
五
条 

為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
為
替
取
引
分
析
業
に
お
い
て
取
り
扱
う
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
が
発
生
し
、

又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
速
や
か

に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
別
の
非
公
開
情
報
の
取
扱
い
） 

第
十
六
条 

為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
為
替
取
引
分
析
業
に
お
い
て
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
利
用
者
そ
の
他
の
者
に
関
す
る
人

種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上

知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的
以
外

の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
金
融
機
関
等
か
ら
為
替
取
引
分
析
業
務
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
） 
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第
十
七
条 

為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
金
融
機
関
等
か
ら
為
替
取
引
分
析
業
務
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を

締
結
す
る
場
合
に
は
、
当
該
契
約
に
、
当
該
為
替
取
引
分
析
業
者
が
取
り
扱
う
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
の
た

め
に
当
該
為
替
取
引
分
析
業
者
が
行
う
措
置
並
び
に
当
該
為
替
取
引
分
析
業
者
が
当
該
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
に
当
該
金
融

機
関
等
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
措
置
に
関
す
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
社
内
規
則
等
） 

第
十
八
条 

為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
そ
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
為
替
取
引
分
析
業
に
係
る
情
報
の
適
切
な
管
理

に
関
す
る
社
内
規
則
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
者
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運

営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
三
章 

監
督 

（
定
款
又
は
業
務
方
法
書
の
変
更
の
認
可
の
申
請
等
） 

第
十
九
条 

法
第
六
十
三
条
の
三
十
二
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

認
可
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

変
更
の
内
容
及
び
理
由 
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二 

変
更
予
定
年
月
日 

２ 
前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
業
務
方
法
書
の
変
更
の
認
可
申
請

書
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

一 

定
款
又
は
業
務
方
法
書
の
新
旧
対
照
表 

二 

株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

三 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面 

３ 

金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
は
、
法
第
六
十
三
条
の
三
十
二
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
定
款

又
は
業
務
方
法
書
の
規
定
が
法
令
に
適
合
し
、
か
つ
、
為
替
取
引
分
析
業
等
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
十
分
で

あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
の
種
別
の
変
更
の
許
可
） 

第
二
十
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
は
、
法
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

為
替
取
引
分
析
業
者
（
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
） 

新
た
に
同
項
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第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
と
き
。 

二 
為
替
取
引
分
析
業
者
（
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
を
除
く
。
） 

新
た
に
同
号

に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
と
き
。 

（
資
本
金
の
額
等
の
変
更
の
届
出
） 

第
二
十
一
条 

法
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
出
書
を
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

変
更
の
内
容 

二 

変
更
年
月
日
又
は
変
更
予
定
年
月
日 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る

。 一 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
純
資
産
額
を
除
く
。
）
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合 

同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類 

二 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 
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イ 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

第
五
条
第
一
号
イ
（
⑶
を
除
く
。
）
又
は
第
二
号
イ
（
⑶
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類 

ハ 
旧
氏
及
び
名
を
氏
名
に
併
せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
五
条
第
一
号

イ
⑵
又
は
第
二
号
イ
⑵
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
が
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏

及
び
名
を
証
す
る
書
面 

三 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

第
五
条
第
一
号
ハ
（
⑶
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類 

ハ 

旧
氏
及
び
名
を
氏
名
に
併
せ
て
前
項
の
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
五
条
第
一
号

ハ
⑵
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
が
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る

書
面 

（
業
務
の
種
別
の
変
更
の
許
可
の
申
請
） 

第
二
十
二
条 

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
為
替
取
引
分
析
業
者
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は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
許
可
申
請

書
に
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
の
種
別
の
変
更
の
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
） 

第
二
十
三
条 

法
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

一 

第
二
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合 

新
た
に
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
行
為
に
係
る
第
五
条
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で

に
掲
げ
る
書
類 

二 

第
二
十
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合 

第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類 

（
報
告
書
） 

第
二
十
四
条 

為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
三
十
四
に
規
定
す
る
報
告
書
を
別
紙
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し

、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

法
第
六
十
三
条
の
三
十
四
に
規
定
す
る
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
又
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二
十
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
計
算
書
類
、
事
業
報
告
及
び
附
属
明
細
書 

二 

会
社
法
第
三
百
九
十
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
百
九
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
百
四
条
第
二
項
第
一

号
又
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
報
告
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面 

三 

会
計
監
査
人
設
置
会
社
又
は
会
計
監
査
人
設
置
一
般
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、
会
社
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
又
は

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面 

四 

そ
の
他
為
替
取
引
分
析
業
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面 

 
 

 

第
四
章 

雑
則 

（
為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
廃
止
の
決
議
又
は
解
散
の
決
議
に
係
る
認
可
の
申
請
等
） 

第
二
十
五
条 

法
第
六
十
三
条
の
三
十
八
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
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を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
廃
止
又
は
解
散
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面 

二 

株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法
第
三
百
十
九
条
第
一
項
又
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
） 

三 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）

並
び
に
為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
廃
止
又
は
解
散
の
決
議
時
に
お
け
る
資
産
及
び
負
債
の
内
容
を
明
ら

か
に
し
た
書
面 

四 

為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
廃
止
又
は
解
散
の
後
、
金
融
機
関
等
（
そ
の
行
う
為
替
取
引
に
関
し
、
当

該
為
替
取
引
分
析
業
者
に
為
替
取
引
分
析
業
務
を
委
託
す
る
者
に
限
る
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
委
託
を
受

け
て
行
う
当
該
為
替
取
引
分
析
業
務
を
当
該
金
融
機
関
等
が
行
う
か
又
は
他
の
為
替
取
引
分
析
業
者
が
行
う
か
の
別
そ
の

他
の
当
該
為
替
取
引
分
析
業
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面 

五 

当
該
為
替
取
引
分
析
業
者
が
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
為
替
取
引
分
析
業
の
全
部

27



若
し
く
は
一
部
の
廃
止
又
は
解
散
の
後
、
当
該
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
を
当
該
為
替
取
引
分
析
業
者
が
行
う
か
又
は
当

該
為
替
取
引
分
析
業
者
以
外
の
者
が
行
う
か
の
別
そ
の
他
の
当
該
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を

記
載
し
た
書
面 

六 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面 

２ 

金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
は
、
法
第
六
十
三
条
の
三
十
八
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
が
次
に
掲
げ

る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
廃
止
又
は
解
散
が
、
法
第
六
十
三
条
の
三
十
八
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
為
替
取
引
分
析
業
者
の
業
務
の
運
営
及
び
財
産
の
状
況
に
照
ら
し
て
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
廃
止
又
は
解
散
が
、
金
融
機
関
等
に
お
け
る
継
続
的
な
業
務
の
実
施
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
は
、
法
第
六
十
三
条
の
三
十
六
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
法
第
六
十
三
条
の
三
十
七
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
の
命
令
を
し
た
為
替
取
引
分
析
業
者
か
ら
法
第
六
十
三
条
の
三
十
八
の

認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
為
替
取
引
分
析
業
者
に
対
し
、
当
該
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
命
令
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を
す
る
こ
と
又
は
法
第
六
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
の
二
十
三
の
許
可
を

取
り
消
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
為
替
取
引
分
析
業
者
か
ら
法
第
六
十
三
条
の
三
十
八
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場

合
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
予
備
審
査
） 

第
二
十
六
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
十
三
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
の
三

十
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
許
可
を
申
請
す
る
際
に
提
出
す
べ
き
書
類
に
準
じ
た
書
類
を
金
融
庁

長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
標
準
処
理
期
間
） 

第
二
十
七
条 

金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
は
、
法
第
六
十
三
条
の
二
十
三
又
は
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
の
許
可
に
関

す
る
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
二
月
以
内
に
、
法
第
六
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
法
第

六
十
三
条
の
三
十
二
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
三
十
八
の
認
可
に
関
す
る
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
一
月
以
内

に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 
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一 

前
項
の
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間 

二 
前
項
の
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間 

三 

前
項
の
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
命
令
は
、
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
資
金
決
済
制
度
の
構
築
を
図
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
一
号
。
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和

五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
為
替
取
引
分
析
業
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
す
る
第
二
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
号
中
「
当
該
業
務
の
開
始
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
」
と
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

第
三
条 

改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
資
金
決
済
法
」
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と
い
う
。
）
第
六
十
三
条
の
二
十
三
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
新
資
金
決
済
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る

行
為
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
資
金
決
済
法
第
六
十
三
条
の

二
十
四
第
一
項
の
許
可
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
準
じ
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提

出
し
て
、
当
該
許
可
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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別紙様式第１号（第３条、第22条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日提出 

金融庁長官 殿 

財務大臣 殿 

郵 便 番 号（  －  ） 

申請者 住 所 

電 話 番 号（    ）   －    

商号又は名称 

代表者の氏名 

 

許 可 申 請 書 

 

資金決済に関する法律第63条の24第１項の規定により同法第63条の23の許可を申請します。この申

請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 

（記載上の注意） 

１．法第63条の33第１項の許可を受けようとする場合にあっては、「第63条の24第１項」とある

のは「第63条の33第３項において準用する同法第63条の24第１項」と、「第63条の23」とある

のは「第63条の33第１項」とすること。 

２．法第63条の23の許可を受けようとする場合にあっては、氏を改めた者においては、旧氏及び

名を「代表者の氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。また、法第63条の33第１項

の許可を受けようとする場合にあっては、法第63条の24第１項の許可申請書又は法第63条の33

第２項の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書

類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 
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１． 
（ふりがな） 

商号又は名称 

 

 

２． 住所 

（郵便番号  －  ） 

 

電話番号（    ）   －   

３． 
資本金 

又は基金の額 

 

４． 純資産額  

５． 取締役及び監査役等 

（ふりがな） 

氏名又は名称 
役職名 

  

 

  

 

  

 

  

 

６． 
為替取引分析業等の利用者その他の者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の

所在地及び連絡先 

（ふりがな） 

所在地 

 

（郵便番号  －  ） 

 

連絡先 
電話番号（    ）   －   

 

（記載上の注意） 

１．「商号又は名称」は、登記簿上の商号又は名称を記載すること。 

２．「住所」は、登記簿上の本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 

３．「資本金又は基金の額」の単位は、資本金又は基金の額が10億円以上の場合にあっては億円、

１億円以上10億円未満の場合にあっては千万円とすることができる。 

４．「純資産額」の単位は、純資産額が10億円以上の場合にあっては億円、１億円以上10億円未

満の場合にあっては千万円とすることができる。 

５．「取締役及び監査役等」は、株式会社にあっては取締役及び監査役（監査等委員会設置会社

にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役）、一般社団法人にあ

っては理事及び監事について記載すること。会計参与設置会社にあっては、会計参与について

も記載すること。 

６．「取締役及び監査役等」について記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 

７．氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に括弧書で併せて記載すること

ができる。 
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７．営業所又は事務所の名称及び所在地並びに為替取引分析業等を行う時間及び休日 

名称 設置年月日 所在地 
為替取引分析業等 

を行う時間及び休日 

  （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 

  （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 

  （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 

  （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 

  （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 

（記載上の注意） 

１．為替取引分析業等の業務上主要な活動が行われる場所を記載すること。 

２．「為替取引分析業等を行う時間」は、当該営業所又は事務所において従業者（為替取引分析

業等に従事する者に限る。以下同じ。）が通常勤務することとされている時間を記載すること。

「休日」は、当該営業所又は事務所において従業者が通常勤務することとされている日以外の

日を記載すること。 

３．「為替取引分析業等を行う時間」又は「休日」が為替取引分析業と為替取引分析関連業務と

で異なる場合にあっては、それぞれ区分して記載すること。 

４．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 
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８．為替取引分析業の種別 

１ 法第２条第18項第１号に掲げる行為に係る業務 

２ 法第２条第18項第２号に掲げる行為に係る業務 

３ 法第２条第18項第３号に掲げる行為に係る業務 

（記載上の注意） 

行おうとする為替取引分析業の種別の番号を○で囲むこと。 
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９．その行う為替取引に関し、許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の

氏名又は商号若しくは名称及び住所 

氏名又は商号 

若しくは名称 
住所 

 （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

（記載上の注意） 

１．「商号」又は「名称」は、登記簿上の商号又は名称を記載すること。 

２．「住所」は、登記簿上の本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 

３．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 

４．氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は商号若しくは名称」欄に括弧書で併せて

記載することができる。 
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10．主要株主及び子会社に関する事項（許可を受けようとする者が株式会社である場合に記載） 

氏名 

又は商号 

若しくは名称 

住所 

又は所在地 

資本金、 

出資 

又は基金 

の額 

主要な

事業の

内容 

議決権の保有割合 

又は被保有割合 関係の有無 

及び内容 保有割合 

（％） 

被保有割合 

（％） 

       

       

       

       

       

（記載上の注意） 

１．「主要株主」とは、総株主の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部

につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第３項

の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）の100分の10

以上の議決権を保有している株主をいう。 

２．「子会社」とは、会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。 

３．「住所又は所在地」は、国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する

法人その他の団体にあっては住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を市町村名まで記

載し、外国に住所を有する個人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体

にあっては住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を都市名まで記載すること。 

４．「資本金、出資又は基金の額」の単位は、資本金、出資又は基金の額が10億円以上の場合に

あっては億円、１億円以上10億円未満の場合にあっては千万円、千万円以上１億円未満の場

合にあっては百万円、百万円以上千万円未満の場合にあっては十万円とすることができる。 

５．「主要な事業の内容」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。 

６．「保有割合（％）」は、当該主要株主の保有している許可を受けようとする者の議決権が許

可を受けようとする者の総株主の議決権に占める割合を、「被保有割合（％）」は、許可を

受けようとする者の保有している当該子会社の議決権の数の当該子会社の議決権の総数に対

する割合を、それぞれ百分率（小数点以下２位未満を切り捨てるものとする。）で記載する

こと。 

７．「関係の有無及び内容」は、役職員の兼任、資金援助、業務上の取引状況等について記載す

ること。 

８．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 

９．氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は商号若しくは名称」欄に括弧書で併せて

記載することができる。 
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11．主要社員及び子法人に関する事項（許可を受けようとする者が一般社団法人である場合に記載） 

氏名 

又は商号 

若しくは名称 

住所 

又は所在地 

資本金、 

出資 

又は基金 

の額 

主要な

事業の

内容 

議決権の保有割合 

又は被保有割合 関係の有無 

及び内容 保有割合 

（％） 

被保有割合 

（％） 

       

       

       

       

       

（記載上の注意） 

１．「主要社員」とは、総社員の議決権の100分の10以上の議決権を保有している社員をいう。 

２．「子法人」とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２条第４号に規定する子法

人をいう。 

３．「住所又は所在地」は、国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する

法人その他の団体にあっては住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を市町村名まで記載

し、外国に住所を有する個人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体にあ

っては住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を都市名まで記載すること。 

４．「資本金、出資又は基金の額」の単位は、資本金、出資又は基金の額が10億円以上の場合に

あっては億円、１億円以上10億円未満の場合にあっては千万円、千万円以上１億円未満の場合

にあっては百万円、百万円以上千万円未満の場合にあっては十万円とすることができる。 

５．「主要な事業の内容」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。 

６．「保有割合（％）」は、当該主要社員の保有している許可を受けようとする者の議決権が許

可を受けようとする者の総社員の議決権に占める割合を、「被保有割合（％）」は、許可を受

けようとする者の保有している当該子法人の議決権の数の当該子法人の議決権の総数に対する

割合を、それぞれ百分率（小数点以下２位未満を切り捨てるものとする。）で記載すること。 

７．「関係の有無及び内容」は、役職員の兼任、資金援助、業務上の取引状況等について記載す

ること。 

８．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 

９．氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は商号若しくは名称」欄に括弧書で併せて

記載することができる。 
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別紙様式第２号（第24条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日提出 

 

年  月  日から 

為替取引分析業に関する報告書 第  期 

年  月  日まで 

 

金融庁長官 殿 

財務大臣 殿 

商号又は名称 

代表者の氏名 

 

資金決済に関する法律第63条の34の規定により為替取引分析業に関する状況を次のとおり報告しま

す。 

 

目次 

業務の状況の概要 
営業所又は事務所の名称及び所在地並びに為替取引分析業等を行う時間及び休日 
営業所又は事務所の増減 
取締役等及び職員の増減 
その行う為替取引に関し、当該為替取引分析業者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の

氏名又は商号若しくは名称 
主要株主及び子会社に関する事項（当該為替取引分析業者が株式会社である場合に記載） 
主要社員及び子法人に関する事項（当該為替取引分析業者が一般社団法人である場合に記載） 
情報の取得方法及び適切な管理に関する状況 
業務の継続的遂行の確保に関する状況 

10．為替取引分析業等以外の業務に関する状況 
11．為替取引分析業等において行う分析の実効性に関する状況 
12．為替取引分析業等の苦情の処理に関する状況 
13．為替取引分析業等の委託に関する状況 
14．為替取引分析業等の収支に関する状況 
15．その他特記事項 
 

（記載上の注意） 

法第63条の24第１項の許可申請書又は法第63条の33第２項の規定による届出書に旧氏及び名を

併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を

届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧

氏及び名のみを記載することができる。 
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業務の状況の概要 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

当期における為替取引分析業等の状況の推移を簡潔に記載すること。 

営業所又は事務所の名称及び所在地並びに為替取引分析業等を行う時間及び休日 

名称 
設置・廃止 

年月日 
所在地 

為替取引分析業等 

を行う時間及び休日 

  （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 

  （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 

  （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 

  （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 

  （郵便番号  －  ） 

 

電話番号（   ）   －    

 

（記載上の注意） 

１．為替取引分析業等の業務上主要な活動が行われる場所を記載すること。 

２．当期中に廃止した営業所又は事務所についても記載すること。 

３．「為替取引分析業等を行う時間」は、当該営業所又は事務所において従業者（為替取引分析

業等に従事する者に限る。以下同じ。）が通常勤務することとされている時間を記載すること。

「休日」は、当該営業所又は事務所において従業者が通常勤務することとされている日以外の

日を記載すること。 

４．「為替取引分析業等を行う時間」又は「休日」が為替取引分析業と為替取引分析関連業務と

で異なる場合にあっては、それぞれ区分して記載すること。 

５．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 
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営業所又は事務所の増減 

前期末の数 当期末の数 増減数（△） 

   

取締役等及び職員の増減 

区分 前期末の人数 当期末の人数 
増減数 

（△） 

取締役等 

取締役又は理事 
  人 

うち非常勤（  人） 

  人 

うち非常勤（  人） 
  人 

会計参与   人   人   人 

監査役又は監事 
  人 

うち非常勤（  人） 

  人 

うち非常勤（  人） 
  人 

執行役   人   人   人 

計   人   人   人 

職員 

事務系   人   人   人 

庶務系   人   人   人 

技術系   人   人   人 

計   人   人   人 

合計   人   人   人 

（記載上の注意） 

１．「執行役」欄は、取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務する執行

役の員数は、欄外に次の例により記載すること。 

当期末における取締役を兼務する執行役の員数     人 

２．会計参与が法人である場合にあっては、員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 

３．「職員」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

４．「庶務系」欄は、守衛、用務員、自動車運転手等の職員数を記載し、「技術系」欄は、機械、

化学、電気・電子・通信等各種の科学技術に係る業務に従事する職員数を記載すること。 

５．職員計のうち出向職員（在籍のまま他社等へ出向している者）については、欄外に次の例に

より記載すること。 

当期末における出向職員数     人 
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その行う為替取引に関し、当該為替取引分析業者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏

名又は商号若しくは名称 

氏名又は商号若しくは名称 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

１．「商号」又は「名称」は、登記簿上の商号又は名称を記載すること。 

２．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 

３．法第63条の24第１項の許可申請書又は法第63条の33第２項の規定による届出書に旧氏及び名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する

旨を届け出るまでの間、「氏名又は商号若しくは名称」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて

記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 
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主要株主及び子会社に関する事項（当該為替取引分析業者が株式会社である場合に記載） 

氏名 

又は商号 

若しくは名称 

住所 

又は所在地 

資本金、 

出資 

又は基金 

の額 

主要な

事業の

内容 

議決権の保有割合 

又は被保有割合 関係の有無 

及び内容 保有割合 

（％） 

被保有割合 

（％） 

       

       

       

       

       

（記載上の注意） 

１．「主要株主」とは、総株主の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部

につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第３項

の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）の100分の10

以上の議決権を保有している株主をいう。 

２．「子会社」とは、会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。 

３．「住所又は所在地」は、国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する

法人その他の団体にあっては住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を市町村名まで記載

し、外国に住所を有する個人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体にあ

っては住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を都市名まで記載すること。 

４．「資本金、出資又は基金の額」の単位は、資本金、出資又は基金の額が10億円以上の場合に

あっては億円、１億円以上10億円未満の場合にあっては千万円、千万円以上１億円未満の場合

にあっては百万円、百万円以上千万円未満の場合にあっては十万円とすることができる。 

５．「主要な事業の内容」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。 

６．「保有割合（％）」は、当該主要株主の保有している当該為替取引分析業者の議決権が当該

為替取引分析業者の総株主の議決権に占める割合を、「被保有割合（％）」は、当該為替取引

分析業者の保有している当該子会社の議決権の数の当該子会社の議決権の総数に対する割合を、

それぞれ百分率（小数点以下２位未満を切り捨てるものとする。）で記載すること。 

７．「関係の有無及び内容」は、役職員の兼任、資金援助、業務上の取引状況等について記載す

ること。 

８．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 

９．法第63条の24第１項の許可申請書又は法第63条の33第２項の規定による届出書に旧氏及び名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する

旨を届け出るまでの間、「氏名又は商号若しくは名称」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて

記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 
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主要社員及び子法人に関する事項（当該為替取引分析業者が一般社団法人である場合に記載） 

氏名 

又は商号 

若しくは名称 

住所 

又は所在地 

資本金、 

出資 

又は基金 

の額 

主要な

事業の

内容 

議決権の保有割合 

又は被保有割合 関係の有無 

及び内容 保有割合 

（％） 

被保有割合 

（％） 

       

       

       

       

       

（記載上の注意） 

１．「主要社員」とは、総社員の議決権の100分の10以上の議決権を保有している社員をいう。 

２．「子法人」とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２条第４号に規定する子法

人をいう。 

３．「住所又は所在地」は、国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する

法人その他の団体にあっては住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を市町村名まで記載

し、外国に住所を有する個人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体にあ

っては住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を都市名まで記載すること。 

４．「資本金、出資又は基金の額」の単位は、資本金、出資又は基金の額が10億円以上の場合に

あっては億円、１億円以上10億円未満の場合にあっては千万円、千万円以上１億円未満の場合

にあっては百万円、百万円以上千万円未満の場合にあっては十万円とすることができる。 

５．「主要な事業の内容」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。 

６．「保有割合（％）」は、当該主要社員の保有している当該為替取引分析業者の議決権が当該

為替取引分析業者の総社員の議決権に占める割合を、「被保有割合（％）」は、当該為替取引

分析業者の保有している当該子法人の議決権の数の当該子法人の議決権の総数に対する割合を、

それぞれ百分率（小数点以下２位未満を切り捨てるものとする。）で記載すること。 

７．「関係の有無及び内容」は、役職員の兼任、資金援助、業務上の取引状況等について記載す

ること。 

８．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 

９．法第63条の24第１項の許可申請書又は法第63条の33第２項の規定による届出書に旧氏及び名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する

旨を届け出るまでの間、「氏名又は商号若しくは名称」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて

記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 
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情報の取得方法及び適切な管理に関する状況 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

法第63条の29第２項第３号に掲げる事項及び第12条第９号ハに掲げる事項として業務方法書に

定めた事項について、当期における状況の推移を簡潔に記載すること。 

業務の継続的遂行の確保に関する状況 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

法第63条の29第２項第４号に掲げる事項及び第12条第９号ニに掲げる事項として業務方法書に

定めた事項について、当期における状況の推移を簡潔に記載すること。 

10．為替取引分析業等以外の業務に関する状況 

事業の内容 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

１．「事業の内容」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。 

２．「概要」は、当期における当該業務の状況の推移を簡潔に記載すること。 

３．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 
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11．為替取引分析業等において行う分析の実効性に関する状況 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

第12条第４号に掲げる事項として業務方法書に定めた事項について、当期における状況の推移

を簡潔に記載すること。 

12．為替取引分析業等の苦情の処理に関する状況 

受付事案内訳 

新受 前期の未済 
既決 未済 

当期の新受分 前期の未済分 当期の新受分 前期の未済分 

  件   件   件   件   件   件 

（記載上の注意） 

「新受」は、当期に受け付けた苦情の件数を計上すること。 
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13．為替取引分析業等の委託に関する状況 

委託先の 

氏名 

又は商号 

若しくは名称 

住所 

又は所在地 

資本金、 

出資 

又は基金 

の額 

主要な

事業の 

内容 

委託

形態 

同意 

取得日 

委託に係る

業務の 

具体的内容 

関係の有無 

及び内容 

        

        

        

        

        

（記載上の注意） 

１．２以上の段階にわたる委託についても記載すること。 

２．「住所又は所在地」は、国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する

法人その他の団体にあっては住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を市町村名まで記載

し、外国に住所を有する個人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体にあ

っては住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を都市名まで記載すること。 

３．「資本金、出資又は基金の額」の単位は、資本金、出資又は基金の額が10億円以上の場合に

あっては億円、１億円以上10億円未満の場合にあっては千万円、千万円以上１億円未満の場合

にあっては百万円、百万円以上千万円未満の場合にあっては十万円とすることができる。 

４．「主要な事業の内容」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。 

５．「委託形態」は、当該為替取引分析業者からの委託の段階に応じて、委託、再委託、再々委

託等と記載すること。 

６．「同意取得日」は、当該委託が２以上の段階にわたる委託である場合において、当該為替取

引分析業者が当該委託に係る同意を与えた年月日を記載すること。 

７．「関係の有無及び内容」は、役職員の兼任、資金援助、業務上の取引状況等について記載す

ること。 

８．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 

９．氏を改めた者においては、旧氏及び名を「委託先の氏名又は商号若しくは名称」欄に括弧書

で併せて記載することができる。 
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14．為替取引分析業等の収支に関する状況 

 

為替取引分析業等の収支 （単位：千円） 

科目 
金額 

前期（実績） 当期（実績） 翌期（予想） 

営業収益    

手数料等    

営業費用    

人件費    

不動産関係費    

通信交通費    

調査研究費    

その他    

営業損益    

所要必要資金    

借入調達    

増資調達    

その他    

（記載上の注意） 

１．各項目について、為替取引分析業等に係る収支と為替取引分析業等以外の業務に係る収支と

を区分することが困難である場合にあっては、業務の実態に応じて合理的な計算方法により算

出した金額を記載し、その計算方法を記載した書面を末尾に添付すること。 

２．本表は、為替取引分析業等の収支の状況を適切に記載していると認められる書面を末尾に添

付することをもってこれに代えることができる。 

３．特に記載を要する事項については、科目を追加して記載すること。 

４．「所要必要資金」とは、業務遂行上必要な運転資金、投資活動に必要な資金、金融機関など

への借入金等の返済資金等をいう。 
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為替取引分析業等の利用に係る料金 （単位：千円） 

項目 価格 

  

  

  

  

  

（記載上の注意） 

１．「項目」は、例えば、加盟料金、基本料金、年会費等と記載すること。 

２．「価格」は、料金の額を記載すること。 

３．本表は、為替取引分析業等の利用に係る料金の状況を適切に記載していると認められる書面

を末尾に添付することをもってこれに代えることができる。 

４．記載しきれないときは、行を追加して記載すること。 

15．その他特記事項 
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